
事 務 連 絡 

令和４年６月 15 日 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 (部 ) 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

令和４年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 

 

下記の通知について、それぞれ別添１から別添５までのとおり訂正しますので、

その取扱いについて周知徹底を図られますよう、お願いいたします。 

 

 

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）（別添１） 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第２号）（別添２） 

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第３号）（別添３） 

・「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第４号）（別添４） 

・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」 

（令和４年３月 25 日保医発 0325 第１号）（別添５） 



（別添１） 

 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

（令和４年３月４日保医発 0304 第１号） 

 

別添１  

 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第１章 基本診療料 

 

第２部 入院料等 

第３節 特定入院料 

 

Ａ２０７－３ 急性期看護補助体制加算 

 (３) 急性期看護補助体制加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算

定する。取組内容については、区分番号「Ａ１０１」療養病棟入院基本料の(19)(16)の例によ

る。 

 

第２章 特掲診療料 

 

第３部 検査 

第３節 生体検査料 

Ｄ２５７ 細隙灯燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部） 

(１) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙灯燈顕微鏡検査を行った場合に

は、検査の回数にかかわらず、１回に限り所定点数を算定する。 

(２) 細隙灯燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフ

ィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。 

(３) 細隙灯燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）を行った後、更に必要があって生体染色を施

して再検査を行った場合は、再検査１回に限り区分番号「Ｄ２７３」細隙灯燈顕微鏡検査

（前眼部）により算定する。 

 

Ｄ２６４ 精密眼圧測定 

(１) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーター

を使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合（眼

球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。）をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数

により算定する。 

(２) 網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は、別に算定できない。 

（２）(３) 「注」の加算は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試

験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量
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別添２  

 

歯科診療報酬点数表に関する事項 

 

 

第８部 処置 

第１節 処置料 

Ｉ０１７－１－３ 舌接触補助床 

(１) 舌接触補助床とは、脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有する患者に対し

て、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために装着する床又は有

床義歯形態の補助床をいう。なお、「２ロ 旧義歯を用いた場合」とは、既に製作している有

床義歯の形態修正等を行った場合をいう。 

 

 

第 12 部 歯冠修復及び欠損補綴 

第１節 歯冠修復及び欠損補綴診療料 

Ｍ０１５－３ ＣＡＤ／ＣＡＭインレー 

 (３) ＣＡＤ／ＣＡＭインレーを装着する場合は、次により算定する。 

イ 窩洞形成を行った場合は、区分番号Ｍ００１－３に掲げるう蝕歯インレー修復形成の

場合を除き、１歯につき区分番号Ｍ００１に掲げる歯冠形成の「３のロ 複雑なもの」

を算定する。 

ロ 印象採得又は咬合採得を行った場合は、１歯個につき区分番号Ｍ００３に掲げる印象

採得の「１ 歯冠修復」又は区分番号Ｍ００６に掲げる咬合採得の「１ 歯冠修復」を、

装着した場合は、１歯につき区分番号Ｍ００５に掲げる装着の「１ 歯冠修復」、区分

番号Ｍ００５に掲げる装着の「注１」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。 

  



(別添５) 
 

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 

（令和４年３月 25 日保医発 0325 第１号） 

 

 

別添１ 

 

「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７日保険発第 82 号）の 

一部改正について 

 

 

別紙１ 診療報酬請求書等の記載要領 

 

Ⅲ 歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領 

第３ 診療報酬明細書の記載要領（様式第３） 

２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項 

 

(19) 「初診」、「再診」、「管理・リハ」、「投薬・注射」、「Ｘ線・検査」、「処置・手

術」、「麻酔」、「歯冠修復及び欠損補綴」、全体の「その他」及び「摘要」欄について 

「初診」、「再診」、「管理・リハ」、「投薬・注射」、「Ｘ線・検査」、「処置・手

術」、「麻酔」、「歯冠修復及び欠損補綴」、全体の「その他」及び「摘要」欄の記載事

項等は、(20)から(30)まで、別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（歯

科）」及び別表Ⅱ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（薬価基準）」のと

おりであること。各項目の末尾に（項番○）と付したものについては別表Ⅰの当該項目を

参照すること。 

なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」

欄にコードが記載された項目については、令和４年 10 月診療分以降、「電子情報処理組

織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディス

ク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、

該当するコードを選択すること。ただし、別表Ⅰ（令和４年４月１日適用の旨が表示され

たコードに限る。）及び別表Ⅱのコードについては、令和４年 10 月診療分以降に選択す

るものとして差し支えないこと。書面による請求の場合の診療行為名等の略号について

は、別表Ⅳ「診療行為名称等の略号一覧（歯科）」を参照し記載すること。 

 

(28) 「歯冠修復及び欠損補綴」欄について 

キ 「歯冠形成」欄について 

(ウ) 失活歯歯冠形成は、「(失単)」の項のうち、レジン前装金属冠、レジン前装チタン

冠、前歯部の４分の３冠及びＣＡＤ／ＣＡＭ冠の場合は「前Ｃ」の項に、その他の金属

冠、チタン冠、乳歯冠(乳歯金属冠を除く。)及び硬質レジンジャケット冠の場合は「金



硬」の項に、乳歯金属冠、小児保隙装置及び既製金属冠の場合は「既製」の項に、それ

ぞれ点数（加算を含む。）及び回数を記載する。 

 

 

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 （医科） 

項番 区分 診療行為 

名称等 

記 載 事 項 レセプト電算処

理システム用コ

ード 

 左記コードによるレセプト表示文

言 

令和 4 年 4

月 1 日適

用 

301 Ｄ023

の 4 

ＨＢＶ核酸定

量 

治療中又は治療終了年月日を記載

すること。 

850100438 治療終了年月日（ＨＢＶ核酸定量）

；（元号）yy"年"mm"月"dd"日" 

※ 

820100865 Ｂ型肝炎ウイルス既感染者であっ

て、免疫抑制剤の投与や化学療法を

行っている悪性リンパ腫等の患者の

治療中（ＨＢＶ核酸定量） 

※ 

343 Ｅ 画像診断 撮影部位を記載すること。 

 

※Ｅ001 写真診断、Ｅ200 コンピュ

ーター断層撮影、Ｅ202 磁気共鳴コ

ンピューター断層撮影は項番

344343、349348、353352 のとおり、

選択して記載すること。 

830189300 撮影部位（写真診断、コンピュータ

ー断層撮影及び磁気共鳴コンピュー

ター断層撮影以外）：その他；****** 

※ 

撮影開始日時を記載すること。 853100003 撮影開始日時（時間外緊急院内画像

診断加算）；dd"日"ｈｈ"時"ｍｍ"分

" 

※ 

（引き続き入院した場合） 

引き続き入院した場合である旨記

載すること。 

820100129 引き続き入院  

344 Ｅ001 写真診断 

１ 単純撮影 

撮影部位を選択して記載するこ

と。 

選択する撮影部位がない場合はそ

の他を選択し、具体的部位を記載

すること。 

なお、四肢については、左・右・

両側の別を記載すること。 

820181000 撮影部位（単純撮影）：頭部（副鼻

腔を除く。） 

※ 

820183620 撮影部位（単純撮影）：頭部（副鼻

腔に限る。） 

※ 

820181100 撮影部位（単純撮影）：頚部（頚椎

を除く。） 

 

820181220 撮影部位（単純撮影）：胸部（肩を

除く。） 

 

820181300 撮影部位（単純撮影）：腹部  

820181340 撮影部位（単純撮影）：骨盤（仙骨

部・股関節を除く。） 

 

820181120 撮影部位（単純撮影）：頚椎  

820181240 撮影部位（単純撮影）：胸椎  
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820100755 該当する項目（持続緩徐式血液濾過）

：カ 急性腎障害と診断された、体

液過剰状態の患者 

 

 

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 （歯科） 

項番 区分 診療行為 

名称等 

記 載 事 項 レセプト電算

処理システム

用コード 

 左記コードによるレセプト表

示文言 

令 和 4

年 4 月 1

日適用 

114 

 

Ｋ002 吸入鎮静法 

 

 

 

使用麻酔薬は、麻酔の「その他」欄に麻

酔薬名及び使用量を記載すること。 

また、使用した酸素又は窒素請求は、地

方厚生（支）局長に届け出た購入単価（単

位 銭）（酸素のみ）及び当該請求に係

る使用量（単位 リットル）を記載。な

お、酸素の請求は、Ⅱの第３の２(20)の

クの(イ)のｆ(26)のイのｇと同様とす

る。 

医薬品 （医薬品名を表示。）  

特定器材コー

ド 

（特定器材名を表示。）  

 

別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 

項番 区分 調剤行為 

名称等 

記 載 事 項 レセプト電算

処理システム

用コード 

 左記コードによるレセプト表

示文言 

令 和 4

年 4 月 1

日適用 

6 10 の２ 重複投薬・相

互作用等防止

加算 

イ 残薬調整

に係るもの以

外の場合 

処方医に連絡・確認を行った内容の要

点、変更内容を記載すること。 

820101030 内容（重複投薬・相互作用等防止

加算）：同種・同効の併用薬との

重複投薬 

※ 

820101031 内容（重複投薬・相互作用等防止

加算）：併用薬・飲食物等との相

互作用 

※ 

820101032 内容（重複投薬・相互作用等防止

加算）：過去のアレルギー歴、副

作用歴 

※ 

820101033 内容（重複投薬・相互作用等防止

加算）：体重、年齢、肝機能、腎

機能等による影響 

※ 

820101034 内容（重複投薬・相互作用等防止

加算）：授乳・妊婦への影響 

※ 

830100775 内容（重複投薬・相互作用等防止

加算）：その他薬学的観点から必

要と認める事項；********** 

※ 
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